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（2023年 7月 28日更新） 

 

◆販売番長 ― インボイス制度への対応について（共通版）◆ 
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1.初期設定および会社設定マスタ 

1-1.初期設定 

・メインメニュー ＞ ツール ＞ 初期設定 から設定画面を開くと、 

基本情報設定のタブに「自社登録番号」項目が追加されています。 

ここに、自社の「適格請求書発行事業者登録番号」を入力し、設定を保存します。 

【ポイント】自社登録番号を設定すると、対象帳票に「登録番号」の表示が追加されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請求書保存方式は 

・適格請求書等保存方式 

を設定してください。 

適格請求書等保存方式に対応した

帳票が出力されます。 
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1-2.会社設定マスタ 

・会社設定マスタに「自社登録番号」の項目が追加されています。 

メインメニュー ＞ ツール ＞ 初期設定 ＞ 基本情報設定タブ 

「会社設定の選択」ボタンを押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

・会社設定マスタが開き、「自社登録番号」項目が追加されています。 

また、会社設定の管理 ＞ 設定の追加/設定の修正が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設定の追加／設定の編集画面 
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2.適格請求書等保存方式（インボイス制度）への対応 

 

以下の帳票に、「自社登録番号」が表示されます。 

 

・見積管理・・・見積書（登録番号の表示が追加されます） 

・受注管理・・・納品書、請求書（登録番号の表示が追加されます） 

・売上管理・・・納品書、請求書（登録番号の表示が追加されます） 

・請求管理・・・請求明細書（登録番号と取引日付の表示が追加されます） 

 

【ポイント】帳票のサンプル PDF を別途お送りいたします。 

【ポイント】請求明細書のみ、登録番号に加え適格請求書等保存方式に必要となる取引日付

の表示が追加されます。 
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3.仕入先マスタおよび顧客マスタ 

 

3-1.仕入先マスタに「事業者登録番号」の項目が追加されています。 

メインメニュー ＞ マスタ管理 ＞ 仕入先マスタ ＞ ■仕入先マスタ 

仕入先マスタ画面の一覧から仕入先を選択し「この仕入先を修正する」を押下します。 

仕入先マスタ編集画面に「事業者登録番号」が追加されています。 

※「新しい仕入先を登録」画面も同様です。 
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3-2.顧客マスタに「事業者登録番号」の項目が追加されています。 

メインメニュー ＞ マスタ管理 ＞ 顧客マスタ ＞ ■顧客マスタ 

顧客マスタ画面の顧客一覧から顧客を選択し「この顧客を修正する」を押下します。 

付随情報に「事業者登録番号」が追加されています。 

※「新しい顧客を登録する」画面も同様です。 
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4.運用上の注意事項について 

 

●適格請求書（インボイス）として発行する帳票の決定 

 

インボイス制度では、ひとつの適格請求書につき税率ごとに 1回の端数処理（消費税計算）

とされているため、発行する請求書の種類により、適格請求書として発行できる・できない

が決まります。 

 

例１）売上伝票から請求書（都度請求書）を発行し、適格請求書とする場合 

＝ 伝票単位で端数処理を行います。 

この場合、請求締め処理をした請求データから発行する請求明細書は適格請求書として発

行できません。 

 

【注意点 1】 

売上伝票から請求書（都度請求書）を発行し、適格請求書とする場合、 

初期設定の売上伝票の税計算は「伝票単位」にする必要があります。 

※税計算「明細単位」は、複数回の端数処理を行うため、適格請求書の条件を満たしません。 

 

例 2）請求締め処理をした請求データから請求明細書を発行し、適格請求書とする場合 

＝ 請求単位で端数処理を行います。 

この場合、売上伝票から発行する請求書（都度請求書）は適格請求書として発行できません。 

 

【注意点 2】 

請求締め処理をした請求データから請求明細書を発行し、適格請求書とする場合、 

顧客マスタの税転嫁区分は「請求毎」にする必要があります。 

※税転嫁区分「伝票毎」は、複数回の端数処理を行うため、適格請求書の条件を満たしませ

ん。 

 

＊上記の注意事項含め、インボイス制度の詳細については、国税庁の特設サイトをご覧くだ

さい。 

 

・特集 インボイス制度（国税庁ホームページ） 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm 

 

＊その他、ご不明な点がありましたらお問い合わせください。 


